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令和５年度・第１２回農業委員会総会議事録  

 

開 催 日  令和６年３月２６日（火）  １３：００～１６：００  

開催場所   樋脇公民館  第 1～第３会議室  

出席委員（１９名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

１  中原  良治  ２  谷山  信  ３  藥師寺  しげ子  

４  新屋  純子  ５  牧田  信一  ６  小城  義己  

７  木場  祐二郎  ８  中島  弘和  ９  下茂  正憲  

１０  木下  博英  １１  乙須  紀文  １２  有馬  康夫  

１３  永留  智史  １４  山路  一浩  １５  西  裕一郎  

１６  小園  光男  １７  礒道  博和  １８  梶原  拓二  

１９  府  生次      

欠   員  (０名 ) 

欠席委員（０名）  

遅刻委員（０名）  

出席推進委員（１９名）  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

議席

番号  
委員名  

２１  山下  武徳  ２２  福壽  久雄  ２３  濵田  義博  

２４  春田  実  ２５  上小川  文男  ２６  大田  実角  

２７  鶴屋  賢了  ２８  廣庭  吉辰  ２９  中川  大樹  

３０  馬渡  義文  ３１  田中  浩徳  ３２  竹田  栄次  

３３  永吉  康之  ３４  徳永  正幸  ３５  徳永  功  

３６  鬼塚  幸男  ３７  豊田  孝之  ３８  古川  梓  

３９  髙木  成寛  ４０  早﨑  麻美子  ４１  辻󠄀  孝一郎  

欠席推進委員（２名）  

事務局出席者  平局長・西局長代理・杉安主幹・梶原主幹・長沼Ｇ員・  

田上Ｇ員・冨士代職員  

 

薩󠄀摩川内市農業委員会会議規則第１４条の規定によって、ここに署名する。 

 

議長（農業委員会会長）                       ㊞  

 

議事録署名者         ３番                 ㊞  

 

              ４番                 ㊞  

 

議事録作成者      局長代理               ㊞  
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令和５年度  第１２回農業委員会総会議事録  

 

議事日程「諸般の報告」  

 

５  報  告  

報告第３６号  農地形質変更届の専決処分について  

報告第３７号  農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の専決

処分について  

報告第３８号  非農地証明発行の専決処分について  

報告第３９号  農地転用事実証明願の専決処分について  

報告第４０号  農地の賃貸借の目安として提供する賃借料の情報につい  

て       

６  議  事  

議案第１２３号  農業振興地域の整備に関する法律による農用地利用計

画一部変更（除外）の意見決定について  

  議案第１２４号  農地法第５条の規定による農地等の所有権移転・売許可

申請承認について（知事処分）  

議案第１２５号  農地法第５条の規定による農地等の賃借権設定許可申

請承認について（知事処分）  

議案第１２６号  農地法第５条の規定による農地等の使用貸借権設定許

可申請承認について（知事処分）  

議案第１２７号  非農地証明願承認について  

議案第１２８号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許可

申請承認について  

議案第１２９号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・贈許可

申請承認について  

議案第１３０号  農地法第３条の規定による農地等の使用貸借権設定許

可申請承認について  

議案第１３１号  農地法第３条の規定による農地等の地上権設定許可申

請承認について  

議案第１３２号  農用地利用集積計画案（利用権設定）の意見決定につい    

        て  

議案第１３３号  農用地利用集積計画案（所有権移転）の意見決定につい    

        て  

議案第１３４号  農用地利用集積計画案（農地中間管理権設定）の意見決

定について  

議案第１３５号  耕作放棄地に係る非農地判断について  
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議案第１３６号  令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）について  

議案第１１３号  農地転用事業計画変更申請（承継なし）の承認について

（保留分）  

議案第１１４号  農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請承認

について（知事処分）（保留分）  

議案第１１８号  農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・贈許可

申請承認について（保留分）  

報告第３２号   農地形質変更届の専決処分について（保留分）  

７  その他  

⑴   現地調査及び総会の日程等について  

⑵   その他  

【開始１３：００】  

 

会   長   皆様、本日は足場の悪い中総会にご出席いただきありがとうござ

います。  

      桜も咲き誇り転入・転出の方々の門出を見守っているのかと思っ  

ている次第でございます。  

私の報告としまして、３月５日に３月議会において、一般質問  

がなされ、遊休農地対策についての質問があり、私が答弁をしたと

ころでございます。  

１３日に第１０回運営委員会、１４日に第４回農林水産政策審

議会が本庁舎６０１会議室で開催され、出席いたしました。  

１９日に薩󠄀摩川内市認定農業者会全体会がホテルグリーンヒル

で開催され、出席いたしました。  

２２日に鳥獣被害防止対策協議会総会が本庁舎６０１会議室で

開催され、出席いたしました。  

そして昨日は、ホテルウェルビューかごしまで農業委員の決算

報告がありスムーズに進行しました。  

その後に最適化推進会議との事で全国農業会議からの佐藤さん

という方の講演がありまして農業委員会をめぐる情勢という課題

でお話をしていただきました。  

これから忙しくなる時期に入ってきます。機械等を使用する際

は安全第一でお願いします。  

皆様よろしくお願いいたします。  

 

議   長   ただ今から、第１２回薩󠄀摩川内市農業委員会総会を開催いたし

ます。局長に委員の出席状況を報告させます。  
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局   長   委員の出席状況について、報告いたします。定数１９名、現在

員数１９名、出席委員１９名です。  

なお、本日出席の農地利用最適化推進委員は１９名で、２２番  

福壽久雄  委員、３３番  永吉康之  委員は、欠席届が提出され  

ております。  

以上で報告を終わります。  

 

議   長   お聞きのとおり、本会は農業委員等に関する法律第２７条第３

項の規定により、出席委員は過半数に達しているため有効に成立

いたしました。それでは本日の総会を、会次第により進めて参り

ます。  

まず、主要事務処理経過報告について、事務局の説明をお願い

します。  

 

局長代理  主要事務処理経過報告について説明いたします。  

総会資料の１ページをご覧ください。  

３月５日に３月議会において、一般質問がありましたので、会  

長が答弁されております。同日の常設審議委員会は欠席です。  

６日から７日まで第１９回女性の農業委員会活動推進シンポ

ジウムが東京都砂防会館で開催され、藥師寺委員が出席されてお

ります。  

８日と１１日が定例の現地調査です。  

１３日に第１０回運営委員会が本庁舎５０２会議室で開催し  

ております。  

１４日に第４回農林水産政策審議会が本庁舎６０１会議室で  

開催され、会長、委員、事務局長が出席です。  

１９日に薩󠄀摩川内市認定農業者会全体会がホテルグリーンヒ

ルで開催され、会長、委員、事務局長が出席です。  

２２日に鳥獣被害防止対策協議会総会が本庁舎６０１会議室

で開催され、会長が出席されております。  

そして、本日第１２回農業委員会総会が樋脇公民館で開催とな

っています。  

また、本日、開催の農業再生協議会総会は欠席です。  

以上、説明を終わります。  

 

議   長    ６日から７日開催の女性の農業委員会活動推進シンポジウムに  

ついて、藥師寺委員より報告をお願いいたします。  
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藥師寺委員   ３番  藥師寺が３月６日・７日  女性の農業委員会活動推進シ  

ンポジウムが東京都砂防会館で開催されましたので、県内から   

委員６名、農業会議所事務局１名、計７名で出席いたしましたの  

で報告いたします。  

        テーマは、地域計画の作成実現に女性の力を結集しようという  

事で、参加者・女性委員・関係者４００名近くで視聴講演・事  

例報告がありました。  

       埼玉県農業委員の方の視聴講演で、２０２１年８月営農開始、 

２０２２年７月農業委員になり新規就農２年半、ミャンマーに移  

住し現地での起業を目指し事業に挑戦されていたのですが、農業  

技術習得のために帰国しています。  

２０２３年会社設立、野菜の生産は、、枝豆・サツマイモ・ア  

スパラ・人参など２ヘクタールの農地から始め、学校給食セン  

ター・飲食店・量販店・おろし市場等への販売経営です。  

遊休農地解消、後継者がいない農家への引継ぎなどで５ヘクタ  

ールに拡大予定だそうです。  

新規就農されたい人には自らの農地で農業体験の機会を提供  

して新規就農の最初の一歩を救ってあげて支援されているそう  

で、５名の方が営農開始されたそうです。ちなみに女性で２８歳  

です。  

事例報告は長野市農業委員の地域計画への期待  実践を通じ  

て思う事、新潟県加茂市農業委員の委員が中心となった地域で  

の話し合いについての報告でした。  

隣の席になった人が石川県の農業委員さんで水稲農家の方

でした。能登半島地震直後のときには１時間かかるところが４

時間かかり田んぼに行ったとのことで、先行きは見えないけれ

ども米作りの準備はするつもりだと話されました。  

前向きな言葉を聞くことができてとても良かったです。  

夜は鹿児島県の委員さんと農林水産省大臣官房政策課の方

との交流会がありました。  

次の日は栃木研修で行けなかった豊洲市場を見学して帰っ

てきました。  

とても唯意義な研修でした。ありがとうございました。  

以上です。  

 

議   長      ２１日開催の薩󠄀摩川内市男女共同参画審議会について、梶原

委員より報告をお願いいたします。  
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梶原委員      １８番  梶原です。  

         ２１日、男女共同参画審議会に出席しましたので報告いたし  

ます。  

         ５０１会議室でありまして、鹿児島純心女子大学の会長の元  

で、令和５年度の取り組みについて説明・出席した皆さんから  

の質疑がありました。  

         その中で、すでにこの活動を２０年続けているということで

今後とも男女共同参画社会の実現に向けて市内の各種団体と  

も連携し、子供から大人まで合わせてこの活動を続けていこう  

という事で全体の審議の結果をみたところでした。  

         それともうひとつ総会資料に記載が抜けておりまして、事務

局への連絡が遅くなりまして申し訳ございません。  

        以上です。  

 

議   長   それでは、只今の報告につきまして、皆様方から何か御質疑ござ

いませんか。  

 

下茂委員   ９番の下茂です。お疲れ様です。  

       薩󠄀摩川内市土地開発公社の久見崎未来ゾーンの分譲について  

      は前々回、これから分譲を始めますということで皆様には報告を  

      しておりましたが、今回３件決定をいたしましたので、その報告  

      をいたします。  

        第１社目の会社  小西安株式会社  東京中央区日本橋本庁二  

丁目６番３号  業種は卸売業です。整備内容につきましては物流  

倉庫ということで分譲面積は 3,011 ㎡です。契約日は令和６年２  

月２９日に締結しております。  

       第２社目の九州電力株式会社  福岡市中央区渡辺通り業種は  

電機・ガス  整備内容につきましては  寮・グラウンド・駐車場   

分譲面積は 30,270 ㎡  契約日は令和６年３月１２日となってお  

ります。  

       第３社目の株式会社宮下組  川内市高江町２７０９番１、業種  

は  建設業  整備内容は倉庫兼技能実習等、事務所兼休憩所、  

資材置場等  分譲面積 3,763 ㎡、契約日は令和６年２月２６日  

となっております。  

       以上３件が久見崎未来ゾーンの契約者が決まったところであ  

      ります。  

       地図等についてご覧になりたい方は総会が終わったあとお声  

がけください。  

       以上、報告を終わります。  
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議   長   それでは、只今の報告につきまして、皆様方から何か御質疑ござ

いませんか。  

 

委   員           （なしの声あり）  

 

議   長   「なし」ということですので、主要事務処理経過報告を終りま

す。  

次は、議事録署名者の選任ですが、こちらの方で指名してよろ

しいでしょうか。  

 

委   員            （はいの声あり）   

 

議     長   ご異議ございませんので、  

３番：藥師寺  しげ子  委員              

４番：新屋  純子  委員にお願いいたします。  

それでは、さっそく、会次第５の報告に入らせていただきます。  

まず、報告第３６号「農地形質変更届の専決処分について」  

を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第３６号を説明いたします。資料は２ページをご覧くださ

い。位置図、調査表は備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１９番から２１番の３件です。登記地

目  田１筆  516 ㎡、畑２筆４ 12 ㎡、合計 3 筆  1,028 ㎡の届出が

ありました。  

内容といたしましては、受理番号１９番と２１番は、盛土及び

かさ上げして畑としての届出です。  

受理番号２０番は２００㎡未満での農機具倉庫兼籾
もみ

倉庫として

の利用です。  

従いまして、現地調査の結果、被害防除計画に妥当性があると

認められることから、薩󠄀摩川内市農業委員会  農地の形質変更に伴

う周辺農地等への被害防止対策実施要領３の規定により、処理い

たしましたので報告いたします。  

以上で、報告第３６号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第３６号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  
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委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長  質疑がありませんので、報告第３６号を終ります。  

次に、報告第３７号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約

通知の専決処分について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第３７号を説明いたします。資料は３ページをご覧くださ

い。  

今月の合意解約は受理番号８１番から８３番までの３件です。

登記地目  田１筆 390 ㎡、畑３筆 749 ㎡  合計４筆 1,139 ㎡の合意

解約通知がありました。  

このうち、農地流動化促進事業補助金の返納はありません。  

薩󠄀摩川内市農業委員会規則第５条第１項第３号の規定に基づき、

処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第３７号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第３７号の説明が終わりました。これ

につきまして、何か御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第３７号を終ります。  

次は報告第３８号「非農地証明発行の専決処分について」を議

題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第３８号を説明いたします。資料は４ページから５ページ

をご覧ください。  

今月の証明発行願いは、受理番号１０４番から１０９番までの

６件で、登記地目  田３筆 1,311 ㎡、畑５筆 3,607 ㎡、合計８筆

4,918 ㎡の証明発行願が提出されました。  

非農地の議決内容につきましては、備考欄の議決日、議決番号

をそれぞれご参照ください。  

何れも農地法第２条第１項に規定する農地では無いことを証明

する非農地判断議決済みであり、申請には妥当性があると認めら

れることから、薩󠄀摩川内市農業委員会非農地証明書の発行基準５

の規定により処理いたしましたので報告いたします。  

以上で、報告第３８号に係る説明を終ります。  
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議   長   ただ今、事務局より報告第３８号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第３８号を終ります。  

次に、報告第３９号「農地転用事実証明願の専決処分について」

を議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第３９号を説明いたします。資料は６ページをご覧くださ

い。  

今月は、受理番号１６番の１件で、登記地目は畑１筆 265 ㎡  の

農地転用事実証明願が提出されました。薩󠄀摩川内市農業委員会規

則第５条第１項第４号の規定に基づき、会長が専決処分を行いま

したので報告いたします。  

許可年月日、転用目的については、それぞれご参照ください。  

いずれも、転用目的どおり実行されていますが、現在まで不動

産登記法に係る地目の変更登記がされておらず、今般地目の変更

登記に必要な転用許可証を紛失されており、当該証明願いが提出

されたものです。  

なお、現地確認については、木場委員が調査され、転用目的ど

おり利用されていることを確認していただきました。  

以上で、報告第３９号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第３９号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第３９号を終ります。  

次は、報告第４０号「農地の賃貸借の目安として提供する賃借

料の情報について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

局長代理   報告第４０号を説明します。資料は７ページと８ページをご覧

ください。  

農地の賃借料については、農業経営基盤強化促進法に係る利用
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権設定及び、農地中間管理事業の管理権設定、それから農地法第

３条許可申請賃借権の処分決定された賃借料の過去１年間の情報

提供を行うことが農地法第５２条の規定で義務付けられています。 

従いまして、令和５年１月から令和５年１２月に本市管内で公

告及び処分決定された農地の賃借料の目安となる情報提供を報告

するものです。  

内容を説明いたします。７ページ、２の賃借料水準の考え方を

ご覧ください。この賃借料情報は、薩󠄀摩川内市本土地域で、令和

５年１月１日から令和５年１２月３１日までの農業経営基盤強化

促進法に係る利用権設定及び、農地中間管理事業の推進に関する

法律に係る管理権設定並びに農地法第３条賃借権設定処分決定さ

れた実績を集計したものです。データ数は集計に用いた筆数でご

ざいます。なお、賃借料の物納支給は換算しておりません。  

次の８ページをご覧ください。賃貸借における賃借料水準の平

均は田の部、水稲が５，７００円となっています。畑の部は普通

畑が５，７００円、飼料畑５，９００円、らっきょう１０，００

０円、茶畑５，４００円となっています。  

施設園芸の部では、みかん５，５００円、ぶどう１１，０００

円、金柑２０，０００円等となっています。  

また、無償０円の使用貸借の件数については、それぞれ表に示

してございますとおりであります。  

以上で報告４０号に係わる説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局より報告第４０号の説明が終わりました。これ

につきまして、御質疑、御意見はございませんか。  

 

委員・推進委員         （なしの声あり）  

 

議   長   質疑がありませんので、報告第４０号を終ります。  

それでは、会次第６の議事に入ります。  

次に、議案第１２３号「農業振興地域の整備に関する法律に  

よる農用地利用計画一部変更（除外）の意見決定について」  

を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１２３号「農業振興地域の整備に関する法律による農用

地利用計画一部変更（除外）の意見決定について」を説明いたしま

す。資料は９ページをご覧ください。位置図につきましては、備考

欄をご覧ください。  
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      今月の申請は、受理番号５番の１件で、登記地目、田１筆  

２９０㎡の申請がありました。  

  ５番は、倉庫を計画しましたが、計画地が農用地区域内農地のた

め、農用地から除外したく申請されるものです。  

  なお、議案第１２４号１３７番と同時申請です。  

現地調査の結果、農業振興地域の外周部で、農業振興地域の整備

に関する法律第１３条第２項に規定する要件を満たしていること

から除外は可能と判断し、提案いたしました。  

      以上で議案第１２３号に係る説明を終わります。  

 

議   長    ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に現

地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

乙須委員   １１番、乙須が５番を報告いたします。  

３月１１日、徳永正幸推進員と事務局  長沼・中城職員と現地調

査を実施しましたので、報告します。  

位置図５ページ、調査表４ページをご覧ください。   

申請地の現況は、田で、耕作されていませんでした。  

農地の広がりが、１０ｈａ以上の農地の一団にあり、第 1 種農地  

となります。  

転用目的は、倉庫を建築するものであり、周辺の農地及び農業用  

施設に支障がないと認められ、問題ないものと考えます。  

以上の理由から、農用地利用計画一部変更除外は、妥当であり、 

農地転用はやむを得ないと思われます。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、現  

地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相当  

と判断しました。  

以上です。  

 

議   長  ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員     （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第１２３号につきまして、原案のとおり許可相当と意見決

定する事に、賛成の方の挙手を求めます。  
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全  委  員         （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１２３号は、原案のとおり承認さ

れましたので、農用地に除外するための意見を付して薩󠄀摩川内市長

に書類を送達することに決定いたします。  

つづきまして、議案第１２４号「農地法第５条の規定による農

地等の所有権移転・売許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１２４号を説明いたします。資料は１０ページから１１

ページをご覧ください。農地判定の根拠及び位置図・調査表につ

きましては、備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１３７番から１４１番までの５件で、

登記地目  田２筆６６３．５７㎡  畑３筆３，３２８㎡  宅地３０

５．９７㎡  合計４，２９７．５４㎡の申請がありました。内容

について説明いたします。  

１３７番は、倉庫。１３８番は、資材倉庫及び資材置場の目的

で申請されるものです。１３７番は、議案第１２３号 5 番と同時

申請です。  

１３９番から１４１番は、一般住宅の目的での申請です。１４

１番は、仮換地実測は、２６３．８５㎡となります。  

以上５件、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第１２４号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

       

梶原委員   １８番  梶原が、１３８番を報告します。  

３月８日、髙木推進委員と事務局杉安職員と現地調査を実施し

ましたので、報告します。  

位置図６ページ、調査票５ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑で、管理されている状況でした。農地区分は、  

２種農地となります。  

転用目的は、貸資材倉庫・資材等置場を整備するものです。北側

は道路、東側は山林・宅地、南側が竹等の山林ですが、西側に畑が

あります。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、西  

側の畑には影響はないと考えます。  
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現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相当  

と判断しました。  

 

乙須委員   １１番、乙須が１３９番を報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図７ページ、調査表６ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。一般住宅の目

的で申請されるものです。  

申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、現  

地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

      以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相当  

と判断しました。以上です。  

 

有馬委員    １４０番と１４１番を報告いたします。  

   １２番  有馬が、１４０番、１４１番を続けて報告します。  

去る３月１１日、徳永功推進委員、事務局  梶原・泉職員と現  

地調査を実施しましたので報告します。  

１４０番は、位置図８ページ、調査表７ページをご覧ください。 

         申請地の現況は、畑で果樹が植えてありました。  

１４１番は、位置図９ページ、調査表８ページをご覧ください。 

         申請地の現況は、土地区画整理事業地内の農地で自己保全管理  

されておりました。  

１４０番、１４１番ともに一般住宅の転用目的であり、申請書  

に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、現地調査  

の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

       以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相  

当と判断しました。以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第１２４号については、原案のとおり許可相当と意見決定

することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員         （挙  手）  
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議   長   賛成全員であります。議案第１２４号は、原案のとおり承認さ

れましたので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達する

ことに決定いたします。  

次は議案第１２５号「農地法第５条の規定による農地等の賃借

権設定許可申請承認について」ですが、営農型太陽光発電施設に

関する転用ですので、関連する議案と後ほど、審議いたします。 

次に、議案第１２６号「農地法第５条の規定による農地等の使

用貸借権設定許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１２６号を説明いたします。資料は１５ページをご覧く

ださい。農地判定の根拠及び位置図・調査表につきましては、備

考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１５０番の１件で、登記地目、田１筆

９０㎡の申請がありました。  

内容といたしましては、１５０番は、申請地を借り受けて、隣

接に設置する携帯電話基地局の工事に伴う資材置場（一時転用）

の目的で申請されるものです。  

工事期間は、 1 年間で工事完了後の農地復元誓約書が添付され

ています。また、４４９２番２の一部  公衆用道路５㎡と一体利

用で総面積は、９５㎡となります。  

以上１件、申請内容を転用許可法令一般基準、各項による書類

審査及び現地調査を行い提案いたしました。  

以上で議案第１２６号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

有馬委員  １２番  有馬が１５０番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図  １８ページ、調査表  １７ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田で自己保全管理されておりました。  

転用目的は、携帯基地局の整備に係る資材置場の一時転用であ

り、申請書に添付してあります被害防除計画書には妥当性があり、

現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおりです。  

        以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可相

当と判断しました。以上です。  
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議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

質疑に入ります。御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第１２６号については、原案のとおり許可相当と意見決定

することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員            （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１２６号は原案のとおり承認され

ましたので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達すること

に決定いたします。  

 

次は、議案第１２７号「非農地証明願承認について」を議題  

とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１２７号を説明いたします。資料は１６ページから１７

ページをご覧ください。位置図・調査表につきましては、備考欄

をご参照ください。  

今月の申請は、２７番から２９番の３件で、登記地目  田２筆１，

８２９㎡  畑８筆３，０８７㎡、合計１０筆４，９１６㎡の非農

地証明願が申請されました。  

内容といたしましては、２７番から２９番それぞれ、２０年以

上前から耕作しておらず、原野・山林化の状態となったものです。  

今般、それぞれ、原野及び山林へ地目変更するための申請です。  

従って、非農地証明書を添えて法務局において、地目の変更申

請手続きによる登記官の現況判断で、農地以外の登記簿の地目変

更が可能となるため、農地法第２条第１項に規定する農地では無

いことを証明する当該証明願いが提出されたことにより、提案い

たしました。  

以上で、議案第１２７号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、事前に申請地の

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

乙須委員  １１番、乙須が２７番を報告いたします。  
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調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図１９ページ、調査表１８ページをご覧ください。  

申請地は、平成１６年頃から耕作しておらず、現地調査で確認し、

原野化しておりました。  

周辺農地等への影響もないことから、本市非農地証明書の発行基  

準を満たしており、証明書を発行すべきと考えます。  

以上です。  

 

梶原委員  １８番  梶原が、２８番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図２０ページ、調査表１９ページをご覧ください。  

申請地までの進入路等は草木等が繁茂し、通行することができな

い状況であり、現地確認をすることができませんでした。  

申請人によると、平成２６年頃から耕作していないとのことです。 

現地確認が困難な農地については、令和３年４月１日付、「２経営

第３５０５号」農林水産省経営局農地政策課長名  各都道府県担当

部長宛ての通知において「複数の筆で既に森林の様相を呈している

こと等を目視により確認したときは、境界が確定しない場合であっ

ても、農業委員会は非農地判断を行った上で、まとめて農地台帳か

ら除外することは可能である。」とされています。  

当該申請地周辺については、原野化しており、既に農地性を喪失

しています。  

また、進入路の確保も困難であることから、再生利用は困難と判

断されます。  

以上のことから  農用地区域内ですが、証明書の発行について

は、やむを得ないと考えます。  

なお、周辺の農地については、今後、利用状況調査により非農

地判断が必要と考えます。以上です。  

 

小園委員  １６番小園が２９番を報告いたします。  

 去る３月８日山下委員と事務局  西・中城職員で調査を実施い

たしました。  

位置図２１ページ、調査表２０ページをご覧ください。  

申請地の登記地目は田と畑です。  

平成５年から耕作されておらず、原野化しておりました。  

周辺農地等への影響もないことから、本市非農地証明書の発行

基準を満たしており、証明書を発行すべきと考えます。  

             以上です。  
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議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、採決いたします。  

議案第１２７号については、原案のとおり処分決定することに

賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。議案第１２７号は原案どおり決定されま

した。  

次は、議案第１２８号「農地法第３条の規定による農地等の所有

権移転・売許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１２８号を説明いたします。資料は１８ページから１９

ページをご覧ください。位置図・調査表につきましては、備考欄

をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１６０番から１６７番の８件で、田３

筆２，７６２㎡、畑６筆２，２１２㎡、合計９筆４，９７４㎡の

申請がありました。  

申請理由は、譲受人の「営農開始」「規模拡大」、譲渡人の「労

力不足」等により、それぞれ売買されるものです。  

１６０番から１６２番は、新規営農ですので、営農計画書が添

付されています。１６０番は、荒廃地のため、 5 年継続耕作誓約

書が添付されています。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件、及び農作業従事日数、集団化、効率的且つ、総

合的な利用に係る、地域調和要件の何れにも抵触しないと認めら

れます。  

従いまして、何れの申請地も農地以外の目的で売買されるもの

ではありません。  

以上のようなことから、申請は許可要件の全てを満たしている

と判断し提案いたしました。  

以上で、議案第１２８号に係る説明を終ります。  
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議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

乙須委員  １１番、乙須が１６０番及び１６１番を報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

まず、１６０番は、位置図２２ページ、調査表２１ページをご

覧ください。  

申請地の現況は、畑で耕作されていませんでした。現況は、荒

廃しており、５年以上継続して耕作する旨の誓約書が添付されて

います。権利取得後は、甘藷等を栽培予定です。  

次に、１６１番は、位置図２３ページ、調査表２２ページをご

覧ください。  

申請地の現況は、畑で保全管理されていました。権利取得後は、

甘藷等を栽培予定です。  

権利取得者は、営農開始のための権利取得であり、経営意欲も

高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、それぞ

れの申請は許可相当と考えます。  

以上です。  

 

有馬委員  １２番、有馬が１６２番を報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図２４ページ、調査表２３ページをご覧ください。  

申請地の現況は、畑で耕作されていました。権利取得後は、野

菜を栽培予定です。  

権利取得者は、新規営農のための権利取得であり、経営意欲も

高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請は

許可相当と考えます。以上です。  

 

梶原委員    １６３番を報告いたします。  

１８番  梶原が、１６３番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図  ２５ページ、調査表  ２４ページをご覧ください。  

申請地の現況は、ハウス等の支柱等を整備中で、保全管理の

状況でした。  

今後  ぶどう等の果樹を栽培予定です。  

権利取得者は、規模拡大のための権利取得です。認定農業者で

あり、経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに

問題はなく、許可相当と判断します。  
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小園委員    １６番  小園が、１６４番を報告します。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです。  

位置図  ２６ページ、調査表  ２５ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田で保全管理をされておりました。  

今後、胡蝶蘭を育てる予定です。  

権利取得者は、規模拡大のための権利取得です。認定農業者

であり、経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件とも

に問題はなく、許可相当と判断します。  

 

谷山委員    ２番、谷山が１６５番から１６７番を報告いたします。  

去る３月８日に、早﨑推進委員・事務局泉職員と現地調査を実

施しましたので報告します。  

１６５番は、位置図２７ページ、調査表２６ページをご覧くだ

さい。申請地の現況は、田で耕作されていました。  

１６６番から１６７番については、位置図２８ページ、調査表

２７ページから２８ページをご覧ください。申請地の現況は、畑

で耕作されていました。  

権利取得後は、野菜を栽培予定です。  

権利取得者は、規模拡大のための権利取得であり、経営意欲も高

く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はなく、申請は許可

相当と考えます。以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

原案のとおり意見決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１２８号は、原案のとおり許可す

ることに決定いたします。  

次は、議案第１２９号「農地法第３条の規定による農地等の所

有権移転・贈許可申請承認について」を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１２９号を説明いたします。資料は２０ページをご覧く
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ださい。位置図・調査表につきましては備考欄をご参照ください。  

今月の申請は、受理番号１６８番から１７０番の３件で、登記

地目  田２筆３９９㎡、畑４筆２，６６９㎡、合計６筆３，０６

８㎡の申請がありました。申請理由といたしましては、いずれも

「親子間」「知人間」等の贈与によるものです。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件及び農作業従事日数、集団化、効率的かつ総合的

な利用に係る地域調和要件の何れにも抵触しないと認められます。 

従いまして、いずれの申請地も農地以外の目的で贈与されるも

のではありません。  

以上のようなことから、許可要件の全てを満たしていると判断

し提案いたしました。  

以上で、議案第１２９号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、調査員の報告をお願いします。  

 

有馬委員  １２番、有馬が１６８番、１６９番を続けて報告いたします。  

調査日・調査員は先ほどのとおりです  

１６８番は、位置図２９ページ、調査表２９ページをご覧くだ

さい。  

申請地の現況は、畑で耕作されていました。保全管理されてお

りましたが、父から子への贈与で権利取得後は、飼料作物を栽培

予定です。  

１６９番は、位置図３０ページ、調査表３０ページをご覧くだ

さい。  

申請地の現況は、田で耕作されていました。知人間の贈与で申

請者は隣接地で耕作しており、一体的に耕作するものです。  

それぞれ、権利取得者は、規模拡大のための権利取得であり、

経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件ともに問題はな

く、申請は許可相当と考えます。以上です。  

 

礒道委員  １７番、礒道が１７０番を報告いたします。  

去る３月６日、廣庭推進委員、事務局  巡田職員と現地調査を

実施いたしました。  

位置図３１ページ、調査表３１ページをご覧ください。  

申請地の現況は、田、畑で耕作されていませんでしたが、保全

管理されておりました。     
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権利取得者は、規模拡大のための権利取得であり、野菜、水稲

を栽培予定で、経営意欲も高く、全部効率要件及び地域調和要件

ともに問題はなく、申請は許可相当と考えます。  

以上です。  

 

議   長   ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第１２９号については、原案のとおり処分決定することに

賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。議案第１２９号は、原案のとおり許可す  

ることに決定いたします。  

次は、議案第１３０号「農地法第３条の規定による農地等の使

用貸借権設定許可申請承認について」と議案第１３１号「農地法

第３条の規定による農地等の地上権設定許可申請承認について」

は、営農型太陽光発電施設関連ですので、関連議案と後ほど、審

議いたします。  

次は、議案第１３２号「農用地利用集積計画案（利用権設定）

の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に

基づき市長部局より提出されましたので、当委員会の意見について

審議を求めるものであります。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原Ｇ長   議案第１３２号を説明いたします。資料は２５ページから２７

ページをご覧ください。  

今月の申請は、田４，４４７㎡、畑３，８６１㎡の申請があり

ました。  

利用権設定１３件中、認定農業者等に係わる分はありません。  

申請内容を農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の規定に基

づき審査いたしました結果、申請は許可要件の全てを満たしてい

ると判断し提案いたしました。  

以上で、説明を終ります。  

 



22 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第１３２号につきまして、原案のとおり意見決定すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員     （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１３２号について、原案のとおり

意見決定いたします。  

  原案のとおり意見決定されましたので薩󠄀摩川内市長へ許可意見

を付して書類送達することといたします。  

次は、議案第１３３号「農用地利用集積計画案（所有権移転）

の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に

基づき市長部局より提出されましたので、当委員会の意見につい

て審議を求めるものでございます。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１３３号を説明いたします。資料は２８ページから２９

ページをご覧ください。  

今月の申請は１件で、田１，７８９㎡の申請がありました。  

所有権移転１件、認定農業者であり、かつ申請地は農業振興地

域の整備に関する法律に規定する、農業振興地域内の農用地区域

内農地であり、認定農業者の要件に係る農業経営改善計画による

規模拡大のため、農業経営基盤強化促進法等の一部改正がありま

したが、地域計画を計画するまでは、改正前の農業経営基盤強化

促進法第２１条第１項に規定する「不動産登記法の特例」による

嘱託登記をすることができます。  

申請内容を農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の規定に基

づき審査しました結果、申請は許可要件の全てを満たしていると

判断し提案いたしました。  以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  
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議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第１３３号につきまして、原案のとおり意見決定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１３３号は、原案のとおり意見決

定されましたので、薩󠄀摩川内市長へ許可意見を付して書類送達する

ことといたします。  

次は、議案第１３４号「農用地利用集積計画案（農地中間管理

権設定）の意見決定について」、農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項に基づき市長部局より提出されましたので、当委員会の意

見について審議を求めるものでございます。  

なお、農業委員会等に関する法律第３１条に「議事参与の制限」

に関する議案は受理番号２５３番です。  

まず、議事参与を除く案件について審議いたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１３４号を説明いたします。資料は３０ページから３６

ページをご覧ください。  

今月の申請は、田３１，５４１㎡、畑２８，０００．８５㎡、

合計５９，５４１．８５㎡の申請がありました。  

管理権設定３０件中、認定農業者等に係る分は１８件です。  

議事参与案件を除く案件について説明いたします。  

議事参与案件を除く受理番号２３５番から２５２番及び２５４

番から２５８番並びに６０１番から６０６番については、申請内

容を農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項各号の

規定に基づき農用地利用の配分計画を審査いたしました結果、申

請は許可要件の全てを満たしていると判断し提案いたしました。  

以上で、説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第１３４号受理番号２５３番を除く、受理番号２３５番か
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ら２５２番及び２５４番から２５８番並びに６０１番から６０６

番につきまして、原案のとおり意見決定することに賛成の方の挙

手を求めます。  

 

全  委  員           （挙  手）  

 

有馬委員   ちょっとこれは全然私は知らないのですが。  

      だれが持ってきたのですか？  

      私は田んぼを増やしてもいないし、減らしてもいません。  

 

議   長   農業政策課へ確認を取りますので１０分間くらい休憩を取りま

す。  

 

議   長  只今の案件は確認中ですので後回しにしたいと思います。  

 

梶原主幹   補足説明いたします。  

       今、農業政策課の担当が現場に出ているそうで、取り急ぎ連絡  

をもらえるようにお願いしておりますのでご容赦いただけると

幸いです。  

 

議   長    次は、議案第１３５号「耕作放棄地に係る非農地判断について」

を議題とします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

梶原主幹   議案第１３５号「耕作放棄地に係る非農地判断について」を説

明いたします。資料は３７ページをご覧ください。  

提案理由は、農地法第２条第１項の「農地」に該当するか否か

の判断を求めるものであります。  

本市では、非農地判断を令和５年７月２１日から１０月２３日

までの間、管内６地域において延べ３０日間実施し、田４８６筆

３１３，４４５㎡  畑６９５筆３７１，９７８㎡、合計１，１８

１筆６８５，４２３㎡を、農地法第２条第１項に規定する農地に

該当しない土地と判断しましたので提案するものです。  

以上で、議案第１３５号に係る説明を終ります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終わりました。ここで各地域の報告を

お願いします。まず川内地域からお願いいたします。  
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小城委員   ６番、小城が報告します。  

       令和５年７月２１日から９月２６日までの延べ１３日間、農業

委員・推進委員と事務局職員において、「遊休農地に関する措置の

状況に関する調査要領」及び「薩󠄀摩川内市利用状況調査実施要領」

の規定に基づき、川内地域の赤判定された農地を調査した結果、  

田  ２８２筆１５４，００３㎡、畑  ２００筆８７，０８９㎡  

合計４８２筆２４１，０９２㎡のいずれの農地も、非農地判断基

準の第３に定める農地で、農地法第２条第１項に規定する農地に該

当しないと判断しました。  

以上、報告いたします。  

 

議   長   続いて樋脇地域お願いいたします。  

 

木場委員   ７番、木場が報告します。  

            令和５年７月２１日から９月２８日までの延べ６日間、農業委

員・推進委員と事務局職員において、「遊休農地に関する措置の状

況に関する調査要領」及び「薩󠄀摩川内市利用状況調査実施要領」の

規定に基づき、樋脇地域の赤判定された農地を調査した結果、田   

１４筆  １２，１０２㎡、畑  ２４筆  １３，３２０㎡、合計３８

筆  ２５，４２２㎡のいずれの農地も、非農地判断基準の第３に定

める農地で、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないと判

断しました。  

以上、報告いたします。  

 

議   長   次に入来地域お願いいたします。  

 

梶原委員   １８番、梶原が報告します。  

       令和５年１０月２０日及び同月２３日の２日間、農業委員・推

進委員と事務局職員において、「遊休農地に関する措置の状況に

関する調査要領」及び「薩󠄀摩川内市利用状況調査実施要領」の規

定に基づき、入来地域の赤判定された農地を調査した結果、田  ５

６筆  ５０，７０４㎡、畑  ４０筆  ２４，２２８㎡、合計  ９

６筆  ７４，９３２㎡のいずれの農地も、非農地判断基準の第３

に定める農地で、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しな

いと判断しました。  

以上、報告いたします。  

 

議   長   続いて、東郷地域お願いいたします。  
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小園委員   １６番、小園が報告します。  

      令和５年７月２４日から２８日の３日間、農業委員・推進委員と  

事務局職員において、「遊休農地に関する措置の状況に関する調

査要領」及び「薩󠄀摩川内市利用状況調査実施要領」の規定に基づ

き、東郷地域の赤判定された農地を調査した結果、田  ２３筆  

２６，４９９㎡、畑  １９筆  １５，６８９㎡合計  ４２筆  

４２，１８８㎡のいずれの農地も、非農地判断基準の第３に定め

る農地で、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しないと判

断しました。以上、報告いたします。  

 

議   長   次に祁󠄀答院地域お願いいたします。  

 

牧田委員   ５番、牧田が報告します。  

      令和５年７月２８日から９月２７日までの延べ４日間、農業委

員・推進委員と事務局職員において、「遊休農地に関する措置の

状況に関する調査要領」及び「薩󠄀摩川内市利用状況調査実施要領」

の規定に基づき、祁󠄀答院地域の赤判定された農地を調査した結果、

田  １７筆  １２，２０９㎡、畑  １５筆   ９，６９５㎡  

合計  ３２筆  ２１，９０４㎡のいずれの農地も、非農地判断基

準の第３に定める農地で、農地法第２条第１項に規定する農地に

該当しないと判断しました。  

以上、報告いたします。  

 

議   長   最後に甑地域お願いいたします。  

 

礒道委員   １７番、礒道が報告します。  

       令和５年９月２１日から同月２２日の延べ２日間、農業委員・

推進委員と事務局職員において、「遊休農地に関する措置の状況に

関する調査要領」及び「薩󠄀摩川内市利用状況調査実施要領」の規

定に基づき、甑島地域の赤判定された農地を調査した結果、田   

９４筆   ５７，９２８㎡、畑   ３９７筆  ２２１，９５７㎡、

合計  ４９１筆  ２７９，８８５㎡のいずれの農地も、非農地判

断基準の第３に定める農地で、農地法第２条第１項に規定する農

地に該当しないと判断しました。  

以上、報告いたします。  

 

議   長   ただ今、各地域委員の報告が終わりました。  

質疑に入ります。ご質疑ございませんか。  
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委員・推進委員        （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第１３５号につきまして、原案どおり決定することについ

て賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員            （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１３５号「耕作放棄地に係る  

非農地判断について」は、原案どおり決定されました。  

 

議   長    次は、議案第１３６号「令和６年度最適化活動の目標の設定等

（案）について」を議題といたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

 

事務局長   資料の３８ページをお開きください。  

議案第１３６号  令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）に  

ついて  

農業委員会法第３７条に基づく情報の公表として、令和６年度最

適化活動の目標の設定等（案）について、審議いただき総会の議決

を求める議案であります。  

今回提案をしておりますが、令和５年度３月末実績の数値を使用

する部分があります。実績が確定した後、修正する部分があります

ので、ご理解をお願いいたします。  

      令和６年度最適化活動の目標の設定等（案）について、説明いた

します。様式は昨年度と同様であります。  

資料の３９ページをご覧ください。  

大きな１番  農業員会の状況、１農業委員会の現在の体制は、令

和５年５月１日任命時の状況により、農業委員・農地利用最適化推

進員の定数・実数等を示しております。  

２農家・農地等の概要は、総農家数、農業経営体数、農業従事者

数等を示しており、２０２０農林業センサス等の統計資料の数値で

あります。認定農業者等や耕地面積は、お示しのとおりですが、基

本構想水準到達者が６人増、と農業参入法人が２２の減となってい

ます。耕地面積は、令和５年農林水産関係市町村別統計の数値です。

全体面積は４，１００ ha が３，９９０ ha となっており、田が  

１１０ ha 減少し、畑は、令和４年度と同面積です。  

次に４０ページをご覧ください。  

大きな２番  最適化活動の目標  １最適化活動の成果目標  ⑴
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農地の集積  ①現状及び課題ですが、管内の農地面積３，９９０ｈ

ａに対し、これまでの集積面積１，１６４．９ｈａ、集積率  

２９．２％で、令和５年度比較で、０．３％増加しています。課題

は令和５年度と同様であります。  

続いて②目標ですが、令和６年度の農地の集積目標は、国の農地

集積目標８割を達成するために設定されています。県の基盤強化基

本方針の集積目標に即して、市町村ごとの目標設定の考え方が示さ

れている場合、当該目標を設定できるとしています。本市は、この

考え方にそって県が示した集積目標面積を目標とします。  

      農地の集積の目標年度  令和１２年度集積率９０％を目標とし、

令和６年度の新規集積面積は、県から示された６９．０ｈａで、昨

年と比較し２．９ ha 増加しています。令和６年度末の集積面積（累

計） D 欄は１，２２３．９ｈａで、令和６年度末の集積率は、  

３０．９％、令和５年度比較で０．４％増加しています。  

続いて⑵遊休農地の解消  ①現状及び課題ですが、直近の利用状

況調査により判明した遊休農地の状況は、１号遊休農地面積は、  

５７８．５ｈａで、令和５年度と比較して２１．６ ha 増加していま

す。うち緑区分の遊休農地面積は、３８８．５ｈａで令和５年度と

比較し２５．１ ha 増加しており、うち黄区分の遊休農地積は、  

１９０．０ｈａで、令和５年度と比較し、４６．７ ha 減少していま

す。  

②目標  令和３年度の面積になりますが、  

ア  既存遊休農地の解消ですが、ａ緑区分の遊休農地の解消は、

面積３６３．４ｈａのうち、解消目標面積は、７２．７ｈａです。 

ｂ黄区分の遊休農地の解消は、黄区分の遊休農地２３６．７ｈａ

です。  

イ  新規発生遊休農地の解消は、令和５年度に新規発生した緑区

分の遊休農地の解消目標面積、２６．３ｈａで、令和４年度と比較

し、１７．５ ha 減少しています。  

次に４１ページをご覧ください。  

      ⑶新規参入の促進  ①現状及び課題ですが、令和５年度新規参入

者は、表示は 3 名で、令和４年度と比較し２名減になっています。

面積は、６．０ｈａで、令和４年度と比較して、面積が２．３ ha

増加しています。  

      ②目標ですが、権利移動面積は、平成３０年度が１６８．１ｈａ、

平成３１（令和元年度）年度が１３４．２ｈａ、令和２年度が  

１３３．２ｈ a、３ケ年平均が１４５．２ｈａで、令和５年度と比

較し２．０ ha 減少しています。新規参入者への貸付等について、農

地所有者の同意を得た上で公表する農地の面積は、過去 3 年度の権
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利移動面積の平均の１割の１４．５ｈａで、令和５年度と比較し  

０．３ ha 減少しています。  

２  最適化活動の活動目標  ⑴推進委員等が最適化活動を行う

日数目標は、最適化交付金実施要綱において、活動日数目標の達成

が１０日を基準に判断されることから、１人当たりの活動日数は、

令和５年度と同じく月１０日を目標とします。  

⑵活動強化月間の設定目標は、活動強化月間の設定回数は３回で、

１１月に農地の集積の取組みで、貸したい・借りたい総点検活動の

実践、１月に遊休農地の解消で、農地集積の意向聞き取りによる貸

借のマッチングの推進と非農地判断の実施、２月に新規参入の推進

で、農業者年金強化月間における新規対象者への推進とし、令和５

年度と同じ目標とします。  

⑶新規参入相談会への参加目標は、７月に開催予定の「新規就農

者を励ます会」を目標とし、令和５年度と同じ目標とします。  

以上で議案第１３６号に係る説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

委員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

議案第１３６号につきまして、原案のとおり意見決定すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員         （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１３６号は、原案のとおり意見決

定されました。  

 

議   長   続きまして、先ほど後半審議にまわしておりました議案第１２５

号「農地法第５条の規定による農地等の賃借権設定許可申請承認に

ついて」及び議案第１３０号「農地法第３条の規定による農地等の

使用貸借権設定許可申請承認について」並びに議案第１３１号「農

地法第３条の規定による農地等の地上権設定許可申請承認につい

て」を一括審議いたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  
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梶原主幹   営農型太陽光発電施設関連の議案について、説明いたします。  

      まず、議案第１３０号について説明いたします。資料は、２１ペ

ージから２２ページをご覧ください。位置図・調査表は備考欄を

ご参照ください。  

      受理番号１７１番１から１７１番７については、認定農業者であ

る法人が農地を借り受け、ミョウガ・サトイモ・コンニャクイモ

を栽培する計画です。下部での栽培での単収８割を目指す必要が

ありますが、議案第１２５号の転用申請に、他の者の実績や知見

者の意見等で単収８割が望めるものとして記載されています。  

      また、受理番号１７２番１から１７２番２については、一般法人

が借り受け、荒廃農地を解消し、ソバを耕作するものです。適切

な肥培管理をする計画で営農計画書が添付されています。  

申請内容を農地法第３条第２項各号に規定する、農地の取得要

件について審査いたしました結果、機械力・労働力・技術力に係

る全部効率要件、及び農作業従事日数、集団化、効率的且つ、総

合的な利用に係る、地域調和要件の何れにも抵触しないと認めら

れます。  

従いまして、何れの申請地も農地以外の目的で賃借されるもの

ではありません。  

以上のようなことから、申請は許可要件の全てを満たしている

と判断し提案いたしました。議案第１３０号の説明を終ります。  

      次に、議案第１２５号及び議案第１３１号について説明します。 

     議案第１２５号は、資料１２ページから１４ページ。議案第１３１

号は、２３ページから２４ページをご覧ください。位置図・調査

表は備考欄をご参照ください。  

  先ほどの３条の申請地に８か所の営農型太陽光発電施設（一時

転用）をする目的で申請されるものです。  

     受理番号１４６番が荒廃農地を解消して設置するもので、１０年更

新となります。  

     それ以外については、認定農業者である法人が耕作するため、１０

年更新となります。  

     その更新年数と併せて、区分地上権を設定するもので、地上２．６

ｍから３．６ｍにパネルを設置することとしています。  

地上権のうち、区分地上権は、農地法第３条第２項ただし書に

規定する農作業従事要件、全部効率要件は対象外となります。  

議案第１２５号及び議案第１３１号は、申請内容を転用許可法

令一般基準、各項による書類審査及び現地調査を行い提案いたし

ました。  

以上で、営農型太陽光発電施設関連の説明を終ります。  
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議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。ここで、申請地を事前に

現地調査を行っていますので、木場委員の報告をお願いします。  

      なお、初めに、議案第１３０号から議案第１２５号、議案第１３

１号と続けて報告をお願いします。  

 

 

木場委員  ７番  木場が、１７１番１から１７２番２を報告します。  

去る３月８日、鬼塚推進委員と事務局  梶原・長沼職員と現地調  

査を実施しましたので、報告します。  

１７１番１から１７１番７については、位置図１０ページから

１３ページ及び１５ページから１７ページ、調査表３２ページを

ご覧ください。  

申請地の現況は、畑で耕作及び保全管理されている農地でした。

認定農家である法人が、ミョウガ・サトイモ・コンニャクイモを

栽培予定です。  

１７２番１から１７２番２については、位置図１４ページ、調

査表３３ページをご覧ください。  

申請地の現況は、すべて、耕作放棄地であり、資料の現況の下

段に記載のとおり、利用状況調査で黄判定している農地です。  

申請者において、農地復元し、ソバを栽培予定です。荒廃農地の  

ため、伐根等の農地復元作業を行い、耕作を開始する営農計画書  

が添付されています。  

また、それぞれ、営農型太陽光発電施設を計画されております。 

それぞれ、規模拡大による権利設定で、経営意欲も高く、全部  

効率要件及び地域調和要件ともに問題ないと思われます。  

したがって、申請は許可相当と考えます。  

つづいて、議案第１２５号及び議案第１３１号について、報  

告します。  

調査日・調査委員は先ほど述べたとおりです。  

位置図及び調査表は、備考欄をご参照ください。  

１４２番から１４５番及び１４７番から１４９番は、認定農  

家、下部で耕作します。１４６番は、一般法人が、下部で耕作  

します。  

一時転用の期間については、１４２番から１４５番及び１４

７番から１４９番は、認定農業者が下部で耕作するため、１０

年となります。  

１４６番は、荒廃農地を活用するため、１０年となります。 

次に下部の農地における営農の適切な継続が確実であるか
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については、１４２番から１４５番及び１４７番から１４９番

は、認定農業者が下部で耕作する場合は、単収８割を目指すこ

ととなっていますが、申請書に添付してある営農計画書に８割

を確保できる旨の記載と根拠資料が添付されていました。  

１４６番は、荒廃農地を活用するため、単収８割の確保を求

められませんが、適切な営農が行われ、かつ農作物の品質に著

しい劣化が生じないことが条件です。  

申請書に添付してある営農計画書には、それらを確認できる

旨の記載と根拠資料が添付されていました。  

それぞれ、申請書に添付してあります被害防除計画書には妥  

当性があり、現地調査の内容は、調査票に記載してあるとおり  

です。  

        以上のことから、申請は、農地法関係法令には抵触せず許可  

相当と判断しました。  

議案第１３１号は、議案第１２５号の一時転用許可をする農

地に区分地上権を設定するものです。  

区分地上権の内容としては、期間を、転用許可後１０年間、

地上２．６ｍから３．６ｍにパネル設置するものです。  

全部効率要件及び地域調和要件は、区分地上権には関係がな  

       いため、申請は許可相当と考えます。  

以上です。  

 

議   長    ただ今、調査員の報告が終りました。  

 質疑に入ります。何か御質疑ございませんか。  

 

山路委員    太陽光発電施設ですが、パネルが１５６枚、規格は何かあるの  

でしょうか。  

 

事務局     営農型太陽光を設置するにあたって、転用実行者の方は、発電  

力が４９ワット以下で発電を許可しておりまして、経済産業省の

方に認証を受けているとのことです。  

      ワット数の全て同じもので、申請してあります。  

 

西  委員   発電が始まるまでのスケジュールはどのようになっているので

しょうか。  

  

事務局    営農型太陽光ですので、下部を営農しないといけないです。  

      まず、荒廃農地の場合は、伐根とかされて、パネルから設置と n

なります。  
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      パネルを設置した後に、耕作開始がはじまりますが、耕運したり、

種まきをするという計画がでております。    

 

西  委員   来年のいつからとか、決まっているんでしょうか。  

 

事務局    遊休農地で、令和６年に、やはり 1 年間かけて伐根して、あと７

件認定農業者が作業する分については、 4 月・ 5 月で農地の耕運を

終わらせて、６月から農作業の方に従事していくような計画となっ

ています。  

 

西  委員   実際、発電が始まるまでにどれくらいかかるんでしょうか。  

 

事務局    一応、パネルの計画は２ケ月間でするようにしてあります。  

      設置後は、発電ができると思っていますので、転用許可の分は２

ケ月間で設置をします。  

荒廃農地の場合は、耕運がありますので、それより長い期間かか

るということです。  

 

議   長   ほかにございませんか。  

 

委員・推進委員       （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、一括して採決いたします。  

初めに、議案第１３０号「農地法第３条の規定による農地  

等の使用貸借権設定許可申請承認について」、原案のとおり処  

分決定することに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。議案第１３０号は、原案のとおり許可する  

ことに決定いたします。    

続きまして、議案第１２５号「農地法第５条の規定による農地

等の賃借権設定許可申請承認について」、原案のとおり処分決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長   賛成全員であります。議案第１２５号は、原案のとおり承認され

ましたので、許可意見を付して鹿児島県知事に書類を進達すること
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に決定いたします。  

 

議   長   つづきまして、１３１号「農地法第３条の規定による農地  等の

地上権設定許可申請承認について」原案のとおり処分決定すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長  賛成全員であります。議案第１３１号は、原案のとおり許可  

     することに決定いたします。  

 

全  委  員          （挙  手）  

 

議   長   それでは、先月総会で、保留扱いとしておりました議案第１１３

号「農地転用事業計画変更申請（承継なし）の承認について」受理

番号３番、議案第１１４号「農地法第４条の規定による農地等の転

用許可申請承認について」受理番号１７番、議案第１１８号「農地

法第３条の規定による農地等の所有権移転・贈許可申請承認につい

て」受理番号１４４番、１４５番報告第３２号「農地形質変更届の

専決処分について」、につきまして、一括審議いたします。  

事務局の内容説明をお願いします。  

      

梶原 G 長    関連がありますので、一括して説明いたします。総会資料と一

緒に送付しておりました資料１をお手元にご準備ください。  

       令和 6 年 2 月 26 日開催の第１１回総会において、事業計画変更

の経緯が明確に分かるように、５ W１ H（なにを・誰が・いつ・ど

こで・なぜ・どのように）時系列で整理し、申請者と申請代理人

の連名で、顛末書として提出いただくよう依頼しましたが、資料

１の顛末書が添付されたところです。         

提出いただいた顛末書３では、令和５年８月に駐車場として造

成を終え、事業変更しないといけなくなり、当委員会へ相談した

となっていますが、当委員会では、令和５年８月末、現在の宅分

譲地の状態になっていることを確認しているため、齟齬が認めら

れます。  

次に、顛末書４の県農村振興課へ確認したのは、事業計画変更

で対応可能であるかの確認をし、計画を確定し、しかるべき手続き

をとるようにとの内容であり、開発許可協議にあたるかは、県農村

振興課との協議ではしていません。  

次に、顛末書５の雑種地への地目変更をした目的の記載がありま
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せんし、顛末書６の当該方法とは何を指すのか不明です。  

また、顛末書７の側溝工事、水道工事等が完了とあるが、だれが

依頼し、何の目的での工事なのか記載がありません。  

今回新たに確認されたものが、四角ガコミの箇所になりますが、

市の土地に越境していることが判明しました。当事務局では、３月

８日（金）に現地で確認しています。  

顛末書７の下段で越境していることを申請代理人は、令和６年１

月９日に確認したとあります。申請者は、どの時点で越境するよ

うな工事されたのか、また、その際の工事図面等があるのか確認

が必要であると思われます。  

さらに、令和６年１月３１日に、当該申請書等を提出された際

に、この越境していることの報告をしなかったのか、不明です。  

        現在、越境についての工事を申請者が改善するため、工事を行

っております。  

        転用申請以外の手続きでは、土地利用協議・橋の拡張に伴う変

更工事施工承認・土地改良区への施設使用申請書が未提出となっ

ています。  

顛末書についての説明と現状について、説明を終わります。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りました。  

質疑に入ります。本件について、一括して何か御質疑ございま

せんか。  

 

木下委員   １０番木下です。  

      顛末書のことについて、皆さん、この顛末書を見られたと思いま

す。  

      この顛末書というのは、前の総会時に農業委員会関係法令集に記  

載してあります。  

      お持ちになっていらっしゃいますでしょうか。  

      当然のごとく、この会議に持参していただくのが当然です。  

      ちょっと、出してください。  

      農業委員会等に関する法律第 35 条に農地等の所有者、農業者そ  

の他関係者に対し、その出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、

又は委員、推進委員若しくは職員に農地等に立ち入らせて必要な調

査をさせることができる。とされております。  

      その中でも、どういう形で顛末書を提出されたのか、郵送で送ら  

れたのか、出頭して提出されたのか、大事なことなので、確認をす

る必要があると思います。  

       それと、顛末書のお話がありましたけれど、これを見て、皆さ
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ん、おわかりですか。  

       私は何回も読みましたが、これは誰が書いたのか、はっきりわ

からなくて、ここと、ここがおかしいとかありますけど、ここで

申し上げたら、 1 時間あっても終わりません。  

       顛末書のところを、この書き方としては、誰の発言なのか、確

認させていただかないと、前回の会議でも、土地改良区の意見が

まとまってから、もう一度、協議しましょうということでしたの

で、この顛末書では、個人的に納得いきません。  

       引き続き、４月なり、5 月の段階で土地改良区の方々と足並み

を揃えていただいて、どうな風ですかと声かけしていただいて、

進捗状況を総会等で、皆さんに知らしめていただきたいと思いま

す。  

 

議   長   他にございませんか。  

 

木場委員   ７番木場です。  

      先月の総会では、この市有地への境界の越境という問題は、なか

ったんでけど、今回、判明いたしまして、工事に入っていらっし

ゃるということは、先ほど説明がありましたが、今後、どうされ

るのか。  

 

事務局    越境につきましては、市の担当課にも越境していることについて

は、届けていないということで、申請書どおりＬ型擁壁を施工する

ということで、今、申請者の方で取り掛かっております。  

      工事につきましては、4 月末から５月上旬に完成予定であるとい

うことで、聞いております。  

      越境されている部分が、ここだけなのかという疑問もありますの

で、越境の確認は、必要であると認識しております。  

       以上です。  

 

下茂委員   ９番の下茂です。  

      ここについては、私と上小川委員で現地を見に行っております。 

      市の土地に越境している箇所は、矢印がついていると思いますが、 

ここ１０ｍぐらい取って、Ｌコンを積み替えております。  

  この状況を随時確認しながら、越境地帯が解消されることが、

次のステップのスタートになると思っております。  

  このままの状態でハイいいですよとはいかない様な気がしま

すので、まず、この工事がきちんと終わることが大事だと思って

おります。  
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  以上です。  

 

中島委員    ８番、中島です。  

       いずれにしても、転用申請の時点で、土地改良区の溝抗ですよ  

ね。  

       そういうのも、事前に許可した時点で前々回の総会で了承した  

思いますが、それが間違ったことをしてしまうと、本末転倒にな  

ってしまうので、最初の段階からやり直さないといけない状況  

に陥るのではないかと思います。  

 

事務局    申請書の図面どおり、現場がなっていないということが判明して

おりますので、それを誰が施工したのか、誰の指示でしたのかとい

うのを顛末書に記載してくださっていればわかりやすいですが、そ

れを私どもが発見して事務局で確認してからほぼ同時に、改善しま

すとの回答をもらっておりますので、下茂代理が言われるとおり、

現場が申請書どおりなっていないというのが大きな問題であります。 

      今までの経緯につきましては、顛末書でどういう風な流れで取り

掛かっていったのかが、明らかになって、次回はないようにという

ことが確認とれれば、良かったんですけど、顛末書の中では責任の

所在がはっきりしないまま、むやみに地目変更登記をなされている

というのが、事務局として読み取れます。  

      どういう経緯でしていったのか、全く読めないところは、皆さん

が思っているところでございますので、後もって審議をしていただ

く中で、申請書どおりの工事を完了させていただくというのが一つ

だと思っております。  

      併せて、その添付の顛末書につきましては、これまでの経緯、農

地法上の手続きになりますので、農地法上の手続きを飛ばして、い

ろいろなことを先に進めていっているところが、顛末書で分かった

うえで、併せて農地法以外の手続きを拡幅に伴う施工承認、土地改

良区の届出が必要になってきます、  

      ３点目は、完了したうえで許可を出すというのが、一番いいので

はないかと思います。  

 

 

梶原委員   １８番、梶原です。  

      農地法に対する手続きについて、それ以外の法律についてはどう

なんでしょうか。  
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事務局    農地法の手続きも、完全には県知事に事業計画変更を出されてお

りませんし、農業委員会に出されてて、農業委員会は進達しており

ませんし、県も許可しておりません。  

      中途半端な状態です。  

     最初の目的は駐車場で許可は出てますけど、事業計画変更の宅地分

譲と残地として農地を残しておくという事業計画変更を審議して

おりますけど、申請書どおりになっておりません。  

      それが、駐車場のときの工事として延長したのだと思いますけど、 

     そこのところが申請書どおりになってないので、そこを申請書に添

付してある図面のとおりしないといけないということと、農地法と

いうのは、全部完了してからではないと、許可は出せないようにな

っておりますので、先ほどの土地利用協議と、橋の施工承認と、土

地改良区の手続きが少なくとも必要であるということで、把握して

いるところです。  

 

永留委員   １７番、永留です。 11 月１５日付の許可が出ておりますが、許

可を取り消すということはできるんでしょうか。  

 

事務局    許可の取り消しは、許可をしないとのことですか、それとも申請

者が取り消すとのことでしょうか。  

 

永留委員   以前、駐車場で許可していた分を、取り消して、現状復旧させる

というのはできないのでしょうか。  

 

事務局    そこの部分をやり方としては、取り消しを含めて検討してくださ

いということで、出していただいているんですけど、●●●●●●

●●に名前が変わっています。  

      それについて。地権者さんからすごい反発を受けて、それを取消

し自体ができないということです。  

      本当は取消しした方がいいのですが、もう自分の土地になってい

るので、取消しするためには、所有者に土地を返さないといけない、

その話をしたところ、元の地権者の方からは、拒否したいとの報告

がありました。  

      事業計画変更でいくしかないということです。  

     そのときに、なったのが、駐車場のときから 3,000 ㎡超えておりま

したので、開発行為にあたるんですね。  

      今回はその超えた部分を農地に戻すので、その部分を往来できな

いようするということで、開発行為にあたらないということで、今

回は、宅地分譲地の部分と農地ができたという事業計画変更になり
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ます。  

      そこのところを、転用で出してくださいねと言っていましたが、 

     その間に地目変更をしたりとか、私どもの知りえないところで、や

っているというのが、今回の案件になっていて、農地法以外のこと

で、先に進んでいて、区画整理が９区画できていて、もう売れてい

るところがあります。  

      農業委員会として、そういうことをやめてくださいと言っていま

すが、建築確認の担当に聞いたら、農地法の制限で拒否することが

できないということです。  

      宅地の建築確認申請が提出されたら、1 週間以内に出さないとい

けないそうです。  

      ところが、越境したところに家が建築されている。  

      すべてが、後手後手になっています。  

      今回、提出された申請書どおりにしなければ、許可相当とは言え

ないので、少なくとも、そこはしていただく必要があります。  

        農業委員会としては、農地法の手続上の進め方をしていただ

かないと、事前に地目変更とかはあり得ません。  

       なぜ、地目変更をしてしまったのか、顛末書に書いていただけ

ればと思っております。  

 

永留委員    法律的にも現状復帰はできないということですか。  

 

事務局     違反転用の状態なんです。  

       県には、違反転用ですと連絡してあります。  

       全国の違反転用の状況を見ると、行政代執行で現場復帰してる

とこはひとつもないです。  

       費用が掛かっておりますので、そこを県知事が原状復帰命令に

取り組めない状況なんです。  

       そういうところを薩󠄀摩川内市に作ってほしくないので、お願い

しているところです。  

        

有馬委員    既に建築されているということでしたが、何棟か建っているの

でしょうか。  

 

事務局     ２カ所あります。  

 

中島委員    ８番、中島です。  

       様々な諸事情でそのようにされたと思いますが、一番の問題は

行政書士、苗が代にしているというのが一番の問題だと思います。 
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       側溝の改修を確認してから、再度、判断するのがいいと思いま

す。  

 

議   長    先週、確認に行きましたが、この農地部分というのも、やがて

は宅地になるのではないかという懸念をしているところです。  

       境界も正しいのか、疑問をいだいているところです。  

 

議   長   これより協議会へ切り替えます。  

 

          （  協議会  ）  

 

議   長   それでは、総会に戻します。  

      ほかに、質疑はございませんか。  

     

 

木場委員   ７番、木場です。  

      顛末書の件、用水路の越境の件、農地法以外の水利組合との手続

き、そのような事が、全て完了してから、判断した方がいいと思い

ます。  

 

議   長   今、木場委員が全て完了してから審議した方がいいとのことでし

たが、いかがでしょうか。  

 

   

委員・推進委員  (異議なし ) 

 

議   長   質疑は尽きたと認めます。  

   報告３２号「農地形質変更届の専決処分について」、議案第１１

３号「農地転用事業計画変更申請（承継なし）の承認について」

受理番号３番、議案第１１４号「農地法第４条の規定による農地

等の転用許可申請承認について」受理番号１７番、議案第１１８

号「農地法第３条の規定による農地等の所有権移転・売許可申請

承認について」受理番号１４４番、１４５番については、市水路

部分等の土地利用協議書届出と異なる越境して施工した工事部分

の原状回復措置の確認がとれるまで、及び申請者及び申請代理人

等に対し、改めて顛末書の中で農業委員会が依頼した不明な部分

の回答があるまで、並びに農地法以外の諸手続きが完了するまで

「審議保留」とすることにしたいと思いますが、賛成の方の挙手

を求めます。  
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全  委  員          （挙  手）   

 

議   長   賛成全員であります。報告３２号「農地形質変更届の専決処分

について」、議案第１１３号「農地転用事業計画変更申請（承継な

し）の承認について」受理番号３番、議案第１１４号「農地法第４

条の規定による農地等の転用許可申請承認について」受理番号１７

番、議案第１１８号「農地法第３条の規定による農地等の所有権移

転・売許可申請承認について」受理番号１４４番、１４５番は、市

水路部分等の土地利用協議書届出と異なる越境して施工した工事

の現状回復措置の確認がとれるまで、及び申請者及び申請代理人等

へ農業委員会等に関する法律第３５条第１項に基づき、改めて顛末

書の中で農業委員会が依頼した不明な部分の回答を求め、その回答

があるまで、並びに農地法以外の諸手続きが完了するまで、「審議

保留」とすることに決定いたしました。  

 

 

 

議  長    以上で本日の議案の審議は、全て終りました。  

 

次は、会次第７のその他に入ります。  

(１ )  ３月の申請等現地調査及び総会の日程について事務局の説

明をお願いします。  

 

局長代理   つづきまして、４月行事予定（案）について説明いたします。

お手元に配付しております行事予定（案）をご覧ください。  

まず、現地調査ですが、９日（火）が本土川内地域、１０日（水）

が本土４支所の予定です。調査員は記載のとおりです。  

また、議案提出状況により調査コース、時間等の調整を事務局

で行い連絡いたします。甑地域におかれましても、同様に調整を

お願いします。  

本庁班は、午前８時１０分までに農業委員会事務局にご集合く

ださい。  

支所班は、各支所で集合解散とし、いずれも午前中までには終

了予定です。  

それから、下段に記載の４月総会は４月２６日（金）午後１時

から、ＳＳプラザ川内で開催を予定しています。  

なお、駐車場については、立体のＤパーキング川内駅駐車場を

ご利用ください。  
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駐車料金については、薩󠄀摩川内市長と駐車場の管理会社である

㈱薩󠄀摩川内と年間契約を締結予定しており、駐車場料金について

は、市で予算措置し個人負担はございません。  

また、駐車券について、当日受付時に事務局職員が預かり、機

械を通した駐車券を総会終了時にお渡しいたします。  

利用時は十分注意のうえ、駐車をお願いいたします。  

裏面は３月から５月の行事予定を記載してあります。  

その他の行事は今後の予定等にお役立てください。  

 

議   長   ただ今、事務局の説明が終りましたが、この件について  

ご質問、ご意見等はございませんか。  

 

委員・推進委員        （なしの声あり）  

 

議   長   そのほかに、事務局から何かございませんか。  

 

事務局           （なしの声あり）  

 

議   長   それでは、全体的に何かございませんか。  

 

委  員・推進委員      （なしの声あり）  

 

議   長   ないようですので、これをもちまして第１２回薩󠄀摩川内市農業

委員会総会を閉会いたします。  

 

局長代理  皆さん、ご起立下さい。一同礼。ご着席ください。  

 

       

 「閉  会」       【終了  １６：００  】  

 

 


